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第4回生活保護システム等標準化検討会 次第

＜日時・場所＞

令和7年11月5日（水） 14:00～16:00 オンライン開催（Zoom）

＜議題＞

I. 開会

II. 議事

1. 第7回全国意見照会の実施方針

2. 未来の業務のあり方WTの検討状況（情報共有）

3. 自治体標準化移行状況調査の結果（情報共有）

4. 標準化PMOツールへの問い合わせ対応状況（情報共有）

III.閉会

＜配布資料＞

資料１ 第4回生活保護システム等標準化検討会 事務局資料（本紙）

資料２ 標準仕様書2.3版 改定案（機能要件・帳票詳細要件・帳票レイアウト）

資料３ 全国意見照会資料一式（回答票等）



1.第7回全国意見照会の実施方針
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◼ 標準仕様書2.3版の改定において、標準化PMOツールを通じて寄せられた意見に基づく修正、生活保護業務独自の納付書レイアウトの
定義を行いました。納付書レイアウトは、生活保護システムベンダの様式を基に整理し、各金融関係団体に照会した結果問題ないと回
答された様式としております。

◼ 以上の点を踏まえ、納付書レイアウトに係る全国意見照会では、他の仕様の改定で実施するような意見照会でなく、本レイアウトでは運
用ができない等の重篤な問題が生じる場合のみの意見を収集する形式で全国自治体より承認を得たいと考えております。

◼ このように進めることについて、ご意見や懸念される事項等を確認させてください。

1.第7回全国意見照会の実施方針

1.1. 標準仕様書2.3版改定内容

協議資料

① 生活保護業務独自の納付書レイアウト定義

• レイアウト定義にあたっては、昨年度の検討会オブザーバーベン

ダ各社の帳票レイアウト、および、オブザーバーベンダからの複数

自治体に共通した業務運用上の意見を参考に作成

• また、ゆうちょ銀行等の金融関係団体に対して、金融機関窓

口等で取り扱う場合に問題が無いことを確認済

② 標準化PMOツールの意見に基づいた機能要件等の修正

※修正内容には、令和7年10月末時点に公開している正誤表に掲載した誤字・

脱字等の軽微な修正も含んでおります。

• 金融関係団体との複数回の事前協議を踏まえて、納付書レイアウト（マル公・
カク公）を以下のとおり定義しております。

標準仕様書2.3版 改定内容 納付書レイアウト
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◼ 今年度の全国意見照会では、事務連絡、生活保護システム標準仕様書2.3版（案）回答様式、全国意見照会QA集を自治体に配
布します。

1.第7回全国意見照会の実施方針

1.2. 照会資料

• 意見照会の対象となる資料
➢ 生活保護システム標準仕様書2.3版（案）

（機能要件・帳票詳細要件）

• 記入欄、記入方法等を整備した回答用の資料

• 意見照会の目的、依頼事項、照会期間、提出方
法、問い合わせ先等を記載した資料

意見対象

事務連絡

回答様式

資料名称・イメージ 資料概要

• 今年度の第6回全国意見照会で寄せられた意見・質
問に対する回答集の資料

全国意見照会

QA集

生活保護法のみなし介護機関情報更新時の情報連携に係る質問票（兼回答票）（2/3）
介護保険システムとの連携情報について

No 連携想定項目 項目詳細 要否 理由 その他（必要な場合・不要な場合）理由の記入欄

1 介護機関　名称 登録する介護機関の名称

2 介護機関　所在地 登録する介護機関の所在地

3 介護機関　電話番号 登録する介護機関の電話番号

4 介護機関　FAX番号 登録する介護機関のFAX番号

5 指定年月日 介護保険法の介護機関として指定・許可を受けた年月日

6 廃止年月日 介護保険の介護機関としての登録・事業を廃止した年月日

7 変更年月日 介護保険の介護機関としての登録を変更した年月日

8 休止年月日 介護保険の介護機関としての事業を休止した年月日

9 再開年月日 介護保険の介護機関としての事業を再開した年月日

10 有効期限日 介護保険の事業者として指定有効期限年月日

11 辞退年月日 介護保険の介護機関としての事業を辞退した年月日

12 介護サービス 介護サービスの種類

13 振込先口座　銀行名 介護機関の振込先口座情報

14 振込先口座　取引支店名 介護機関の振込先口座情報

15 振込先口座　口座種別 介護機関の振込先口座情報

16 振込先口座　口座番号 介護機関の振込先口座情報

17 振込先口座　名義人（漢字） 介護機関の振込先口座情報

18 振込先口座　名義人（カナ） 介護機関の振込先口座情報

19 開設者 介護機関の開設者名称（法人名称等含む）

20 開設者住所 介護機関の開設者住所（法人住所等含む）

21 管理者住所 介護機関の管理者の住所（法人住所等含む）

22 管理者氏名 介護機関の管理者の氏名（法人名称等含む）

23 管理者生年月日 介護機関の管理者の生年月日（法人設立年月日等含む）

みなし介護機関の手続き連携範囲の拡大における法改正に伴い、介護機関情報について標準準拠の介護保険システムと生活保護システムとのシステム間連携を行うことを検討しています。連携の際に必要な情報について、以下連携想定項目にて過不足がないかご回答ください。

要否と理由をプルダウンから選択してください。

※　下記一覧表は、生活保護システム標準仕様書2.1版の機能要件（機能ID:0210539の管理項目）、介護扶助運営要領の様式第1号「指定介護機関名簿」をもとに、生活保護システムが介護保険システムから受け取る必要のある介護機関情報として整理したものとなります。

生活保護法のみなし介護機関情報更新時の情報連携に係る質問票（兼回答票）（2/3）
介護保険システムとの連携情報について

No 連携想定項目 項目詳細 要否 理由 その他（必要な場合・不要な場合）理由の記入欄

1 介護機関　名称 登録する介護機関の名称

2 介護機関　所在地 登録する介護機関の所在地

3 介護機関　電話番号 登録する介護機関の電話番号

4 介護機関　FAX番号 登録する介護機関のFAX番号

5 指定年月日 介護保険法の介護機関として指定・許可を受けた年月日

6 廃止年月日 介護保険の介護機関としての登録・事業を廃止した年月日

7 変更年月日 介護保険の介護機関としての登録を変更した年月日

8 休止年月日 介護保険の介護機関としての事業を休止した年月日

9 再開年月日 介護保険の介護機関としての事業を再開した年月日

10 有効期限日 介護保険の事業者として指定有効期限年月日

11 辞退年月日 介護保険の介護機関としての事業を辞退した年月日

12 介護サービス 介護サービスの種類

13 振込先口座　銀行名 介護機関の振込先口座情報

14 振込先口座　取引支店名 介護機関の振込先口座情報

15 振込先口座　口座種別 介護機関の振込先口座情報

16 振込先口座　口座番号 介護機関の振込先口座情報

17 振込先口座　名義人（漢字） 介護機関の振込先口座情報

18 振込先口座　名義人（カナ） 介護機関の振込先口座情報

19 開設者 介護機関の開設者名称（法人名称等含む）

20 開設者住所 介護機関の開設者住所（法人住所等含む）

21 管理者住所 介護機関の管理者の住所（法人住所等含む）

22 管理者氏名 介護機関の管理者の氏名（法人名称等含む）

23 管理者生年月日 介護機関の管理者の生年月日（法人設立年月日等含む）

みなし介護機関の手続き連携範囲の拡大における法改正に伴い、介護機関情報について標準準拠の介護保険システムと生活保護システムとのシステム間連携を行うことを検討しています。連携の際に必要な情報について、以下連携想定項目にて過不足がないかご回答ください。

要否と理由をプルダウンから選択してください。

※　下記一覧表は、生活保護システム標準仕様書2.1版の機能要件（機能ID:0210539の管理項目）、介護扶助運営要領の様式第1号「指定介護機関名簿」をもとに、生活保護システムが介護保険システムから受け取る必要のある介護機関情報として整理したものとなります。

説明資料
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◼ 今回の全国意見照会は、前回同様に約3週間程度の照会期間を設けて、調査・照会（一斉調査）システム上で資料を公開し、各都
道府県を通じて全国の市区町村に意見照会を行います。

1.第7回全国意見照会の実施方針

1.3. 照会方法・照会期間

11月

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

事務局

厚生労働省

都道府県

市区町村

全国意見照会資料一式を
調査・照会（一斉調査）
システム上で公開

域下の市区町村担当課に
資料一式を送付

照会内容の確認・回答

市区町村担当課資料受領

結果取りまとめ・
事務局宛提出

質問受付・回答 意見結果受領

資料は、事務連絡、説明資料、標

準仕様書2.3版案

※ 意見照会の発出日は、現在の想定となります。

▼ 11/5
第4回有識者検討会

説明資料



2.未来の業務のあり方WTの検討の進め方
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◼ 第1回WTで、事務処理効率化およびCWの知識面サポートのための業務効率化・改善の手段について、実現性を確認した上で議論す
ることが望ましいという意見を頂きました。

◼ 意見を踏まえて、第2回WT以降では業務効率化・改善の手段の実現における留意事項を整理したうえで、各テーマごとに業務効率化・
改善の手段の議論、標準仕様書の具体的内容に関する検討を行っております。

2.未来の業務のあり方WTの検討の進め方

2.1. 検討の進め方

説明資料

第1回WTで頂いた意見

下記の意見を頂いたため、事務局にて改めて業務効率化・改善の手段の実

現性における留意事項を整理することとなりました。

【意見内容】

• 実現可能性の高い業務効率化・改善の手段について議論が出来るよう

に、手段の実現における生活保護制度面やシステム面での留意事項を

事前に整理することが望ましい

① 留意事項を踏まえ、事務処理効率化およびCWの知識面サポートのた

めに、実現性のある業務効率化・改善の手段について議論

② 業務効率化・改善の手段を実現する場合に、標準仕様書（機能要

件・帳票要件等）へ追加する内容、変更する内容の検討

第2回WT以降の進め方
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◼ WTでは業務効率化・改善のコンセプト「ケースワーカーの育成・被保護者に向けた対人援助へのシフト」の実現に向けて、業務の手続き
や処理のシステム化について議論を行っています。

◼ システム化にあたり生活保護実施要領や関係通知の内容を変更する必要がある場合は、実施要領や関係通知の手続きや処理に関す
る記載内容の変更点について、議論を行うことも想定しております。

2.未来の業務のあり方WTの検討の進め方

2.2. 業務効率化・改善のコンセプトの実現における議論対象

① 生活保護システムの機能や帳票等の変更・追加

（機能の実装区分の変更については議論しないことを想定しています。）

② 外部ツール・外部システムの活用内容

※システム化の実現にあたり、業務の手続きや処理の進め方などの業務のやり方に関する部分の実施

要領や関係通知の記載の変更点について議論することも想定しています。

なお、システム化の実現にあたり、他法・他施策の法律・関係通知等は議論対象としない想定です。

WTの議論対象

ケースワーカーの育成・被保護者に向けた対人援助へのシフト

他機関・庁内他部署CW

定 的事務処理
（一時扶助支 ・ケース記録作成等）

 機関  内   に対する照会・情報収集

 問準 ・定  事務 理

訪問準備
（情報持出・訪問連絡等）

時間の  

照会・情報収集

CWの能力向上
• 生活保護法制度の理解
• 他法他施策の理解
• 相談援助技術

対人援助
（訪問、  改善支援、
通 付き い 等）

  の育成

被保護者に対する対人援助

時間の  

被保護者CW

時間の  時間の  

効率化・改善のコンセプト

効率化・改善のコンセプト実現のために、業務の手続き・処理の進め方などの

システム化の方法・内容について議論を行います。

システム化の方法

説明資料
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◼ 業務効率化・改善の手段の実現方法について各テーマごとに議論を行っております。
◼ 第3回WTまでにおいて、面接相談、訪問、生活保護の決定処理、各種調査のテーマについて議論を実施しました。

2.未来の業務のあり方WTの検討の進め方

2.3. WTのテーマ（実施状況）

テーマ 概要
• 面接相談
• 訪問（初回・定期）

①留意事項を踏まえ実現性のある業務効率化・改善の手段

• 面接相談記録作成、訪問準備や訪問後のケース記録作成などの定 的事務処理

• 面接相談や訪問（初回・定期）実施時における被保護者への法制度等の説明

②標準仕様書に追加する内容、標準仕様書を変更する内容の意見収集（書面開催）

• 生活保護の決定処理
• 各種調査

①留意事項を踏まえ実現性のある業務効率化・改善の手段

• 新規の生活保護申請における決定処理、各種調査（預貯金や保険情報の照会・扶養照会・年金情報や他法情報の照会等）や照会、他機関との情報連携、生活保護
申請（変更）に基づく定 的な保護決定処理

• 生活保護の決定における他法他施策の理解、保護費 算方法の理解

②標準仕様書に追加する内容、標準仕様書を変更する内容の意見収集（書面開催）

• 医療扶助・介護扶助
• 就労・自立支援

①留意事項を踏まえ実現性のある業務効率化・改善の手段

• 医療券や介護券の発券等における定 的事務処理

• 医療機関や介護機関への照会方法・情報連携

• 医療扶助制度・介護扶助制度の理解、医療扶助と介護扶助における他法他施策との関係性の理解

• 就労・自立支援における支援対象者の選定

②標準仕様書に追加する内容、標準仕様書を変更する内容の意見収集（書面開催）

• 経理・返還金・債権管理 ①留意事項を踏まえ実現性のある業務効率化・改善の手段

• 経理・債権管理における事務処理

• 返還金や徴収金の決定および算定処理

②標準仕様書に追加する内容、標準仕様書を変更する内容の意見収集（書面開催）

※4テーマの議論が終わった後に、WTの総括の議論を参加者の皆様と行う想定です。

説明資料

7月30日 第1回WT実施
9月12日 第2回WT実施

10月16日 第3回WT実施

次回 第4回WT議論予定
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◼ 前項の各テーマごとに、昨年度のWTで挙がった問題点を解決するための業務効率化・改善の手段について、手段の内容、他の手段の
有無、現場運用に手段を落とし込むことが可能か等について、議論を行っております。

◼ なお、議論にあたっては、生活保護業務を行う上での前提となる国の法律・ガイドラインの内容を逸脱しないこと、生活保護業務の効率化
であるため、生活保護法以外の他法・他施策に影響を及ぼさない範囲での検討を行うことに留意しております。

2.未来の業務のあり方WTの検討の進め方

2.4.  Tの議論内容（概観）

説明資料

現状 改善イ ー 

• 相談内容登録・面接記録票作成
• 面接記録票の決 ・  ・保管

CW被保護者

• 生活保護の相談
の申し込み

生活保護
システム

• 相談者の住所
情報等の 覧

CW被保護者

• 生活状況・  状 の き取り
• 生活保護制度の説明
• 他法・他施策の案内
• 生活保護申請書・収入申 申請

書の受け し

• 面接相談の
    手書きメ 作成

CW

生活保護シス
テム

• 面接記録票の
作成・  

CW
被保護者

• 生活状況・  状 の き取り
• 生活保護制度の説明
• 他法・他施策の案内
• 生活保護申請書・収入申 申請

書の受け し

•     ・   
こし 成

•        成
•    ト  ト

• 取り  だ    、  を とに    票    成
• 相談内容登録・面接記録票作成
• 面接記録票の決 ・システム内保 CW

相談
受付

面接
相談

面接
相談後

CW

• 生活保護の相談の申
し込み

生活保護
システム

• 相談者の住 情報等の確認
•  標準準拠システムか 連携さ
れた  情報の  

被保護者

面接時
のメ 

生活保護システム

• システムによる    票
   の 成

• 面接記録票の作成
•     票システム内保 

面接記
録票

収入申 書申請書収入申 書申請書

タブレット端末

 での  内容知って
  えているかな・・・

•   を取ってて内容に集 でき
ない・・・

•   をなくした  うしよう・・・
•   等の  が しい

事 に  者が っていること
を  できる  

•  き取りに集 できる 
•   が くなる 配が った 
•    ト  トのおか で  等の 
 が   

•   があるか     票の 成が  
•  ー で保 した    票はす に  
る 

・    票を  か つくるの
が大 ・・・
・ で保 した    票を 
か  すのが大 ・・・

面接時のメ 

面接記録票

※ 業務変更箇所は青字で表記

この人は に ってい
る だ う 

現状

訪問前

訪問時

訪問後

• 訪問実 の登録
• ケース記録票作成
• 決 処理

訪問、状況確認

• 取り  だ    、  を とにケース  票（ ）
を 成

• ケース記録票作成
• 訪問実 の登録
• 決 処理

 問 定の 知

•   の訪問 付け設定
• 訪問  ・訪問  表の作成
• 被保護者情報の 覧

CW 生活保護システム

生活保護システムCW

CW

CW

被保護者

生活保護システム

生活保護システム

 問 定 更の   スマ ・  レ トを 用 

• ケース記録票作成・  

• システムの 成した 問 付け
（ ）を とに 問 付けの 定

• 訪問  ・訪問  表の作成
•  問 定 知の  

訪問
 付け
 案 

被保護者

• システムによる  の 
問 付け   の 成

ケース
記録

• システムによるケース  票
（ ） 成

• ケース記録票作成
• ケース  票システム内保 

•     ・   こし 成
•  問   成
• 被保護者情報の確認
•    ト  ト

訪問
メ 

• 被保護者情報を記載
した手書きの訪問事前
メ 作成

改善イ ー 

※ 業務変更箇所は青字で表記

• 被保護者情報の事   を るのが大 ・・・
• 被保護者の 問 付け 定が しい・・・
•  問して 不 のことが い・・・

訪問、状況確認

被保護者

・ケース  票を  か つくるの
が大 ・・・
・ で保 したケース  票を 
か  すのが大 ・・・

•  き取りに集 できる  
• 被保護者情報が見れるか 、事 準 の時間が った 
•   が くなる 配が った 
•    ト  トのおか で  等の  が   

•    こしを とにした  があるか 
ケース  票をつくるのが になった 

•  ー で保 したケース  票はす に
  る 

•  問 付け があるか  付け 定
が   

•  問時に会える機会が くなった 

ケース記録票

事前メ 

CW

•   を取ってて内容に集 できない・・・
•  問先で被保護者情報が見れない・・・
•   をなくした  うしよう・・・
•   等の  が しい

• 訪問時のやり取りの
手書きメ 作成

訪問メ 
CW タブレット端末

現状 改善イ ー 

調査依頼前

調査実施 

調査結果
回収、登録

• 調査対象者選定、登録
• 調査先機関選定、登録
• 調査依頼書作成、調査票登録

CW

生活保護システム

• 調査依頼書・調査票 付（  ）

CW

• 調査依頼書・調査
票の作成と  

調査依頼・調査票

• 調査に関する問い合わせ

調査票

CW

• 調査結果の登録

生活保護システム

• 調査票
返 

CW
扶養義務者

 業

• 調査対象者選定、登録
• 調査先機関選定、登録
• 調査依頼書作成、

調査票登録
• 調査対象 スト 成

CW

生活保護システム

• 調査依頼書・調査票
の作成と  

• 調査 スト 成調査依頼・調査票

業務用端末
• 調査対象 スト取り み• 調査対象 スト

確認

• 調査対象 スト スト

 業・ 公署・
金融機関

扶養義務者

調査先

• 調査依頼書・調査票 付（  ）

• 調査に関する問い合わせ

調査先

 業・ 公署・
金融機関

扶養義務者

調査先

• 回答結果
取り み

預貯金照会
システム

• 照会結果取得

業務用端末
金融機関

扶養義務者
 公署

 業

生保システム

調査先

• 回答
  

• 調査票返 調査票

CW

回答結果 スト

• 調査票   化
• 調査票テ スト

 ー 化（  -   ）

調査票を  するのが大 ・・・
 送 用がかかる・・・

調査票の  と 送 
用が った 

 の調査票で り取りするので、 手に く
までに時間がかかる・・・

回答が くまでに時間がかかる
調査結果を手  で  するのが
大 ・・・
調査票の 理が大 ・・・

• 情報提   トワー システムによる照会
  金情報、    手当関係情報等 

金融機関

 公署
生保システム

  照会になって、す 調査  が くようになった 

回答をす に  できる 
回答  、回答結果の 理が
 になった 

預貯金照会
システム業務用端末

• 調査対象 スト  • 調査 開

調査票
調査結果
   PA

現状 改善イ ー 

申請書受付

調査・訪問

保護の
決定処理・

保護決定通知
書の 付

CW被保護者

• 申請書、申 書、その
他必要書類の提
（窓口提出・  ）

生活保護
システム

• 申請情報登録
• 住登外登録

• 申請書、その他
書類の作成

• 調査結果登録
• 初回訪問結果登録 CW

• 保護決定処理

CW

• 書面調査の実施

被保護者
• 定期訪問

• 保護決定通知書の 付
 窓口 付・   

被保護者

生活保護
システム

就労先・ 公署・
金融機関・保険会社•  況確認

被保護者

•     

生活保護システム

• 住登外登録
•   書    化
•   情報テ スト
 ー 化
（  -   ）

CW

  システム

•   情報・  情報・ 付書
 （    ー ）取り み

 バイル端末

•   情報
•  付書 

（    ー ）

申請
情報

保護決定、 下資料

• 保護決定、 下資料等の作成

• 保護決定処理

CW

• 保護決定通知書の 付
 窓口 付・   

被保護者

生活保護
システム

保護決定、 下資料

• 保護決定、 下資料等の作成

• 申請書、申 書、その他必要書類の提出（窓口提出・  ）

 の  書を提出
するのが大 ・・・

  書の 理、 の  書の
内容  が大 ・・・

  情報 
理、  が
  

 送   に行く必要がな
くなったか   が  

• 定  な保護 定 理
定  な 定 理に時間が
かかる・・・

定  な 理を   が
 ってくれるか  の業務
に集 できる 

 PA

• 調査情報  
• 調査結果登録
• 初回訪問結果登録

生活保護
システム

CW

• 書面調査の実施
• システムでの情報照会
（一 の金融機関・ 公 ）

被保護者• 定期訪問

•  況確認

※システムでの情報照会の詳細については 4を参照

• システムでの回答（一 の金融機関・ 公 ）

•   情報  

 PA

生活保護
システム

 の調査票で り取りする
ので、結果確認まで時間が
かかる・・・   照会になって、

結果  に時間が
かか なくなった 

 治医・ケアマ
 ージ ー

 治医・ケアマ
 ージ ー

就労先・ 公署・
金融機関・保険会社

WT資料（※WT資料のうち業務変更イメージ図のみ掲載）議論内容

※以下を留意事項として議論を実施しております。

① 生活保護業務を行う上での前提となる法律・ガイドライン（生活保護法・情報提供

 ットワークシステムに関する規定・総務省情報セキュ ティポ シー等）を逸脱しない

こと

② 生活保護業務以外の他法・他施策に関する法律等に影響を及ぼさないこと

✓ 事務局の提示した業務効率化の手段（生活保護システムへの

機能追加・外部ツールや外部システムの活用）について、以下
の事項を議論

① 現場運用に落とし込むことが可能か

② 現場運用に落とし込んだ際に効率化に繋がるか
③ 他の業務効率化の手段が想定されるか

✓ テーマ：面接相談・訪問（初回・定期）

✓ テーマ：面接相談・訪問（初回・定期）



3.自治体標準化移行状況調査の結果（情報共有）
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◼ 前回の全国意見照会の際に実施した自治体標準化移行状況調査について、福祉事務所のある自治体を対象にして調査を実施し、
320の団体（都道府県36/47、市区町村284/861）から回答を得ることが出来ました。

◼ 回答のあった自治体における移行状況としては、都道府県、市区町村で状況に大きな差異はなく、約60％の自治体が令和7  末
までの移行が可能であり、約10％の自治体は既に移行済みという回答状況となりました。

3.自治体標準化移行状況調査の結果（情報共有）

3.1. 標準化移行時期の状況

説明資料

186団体,58%

20団体,56%

166団体,59% 

78団体,25%

11団体,31%

67団体,24%

1団体,0%

0団体,0%

1団体,0%

17団体,5%

2団体,5%

15団体,5%

38団体,12%

3団体,12%

35団体,12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

都道府県

市区町村

自治体全体、都道府県、市区町村の移行時期

1. ～2026年3月 2. 2026年4月～2031年3月 3. 2031年4月～ 4. 未定 5.移行完了済み
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◼ 回答のあった自治体において、標準化移行の で問題が発生したと回答した自治体は、320団体 87団体（約27％）でした。
◼ 自治体規模別で見ると、都道府県では19％（7/36）の自治体、市区町村では28％（80/284）の自治体が問題が発生していると

いう回答状況となりました。

3.自治体標準化移行状況調査の結果（情報共有）

3.2. 標準化移行における問題発生状況

説明資料

87団体,27%

7団体,19%

80団体,28%

233団体,73%

29団体,81%

204団体,72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自治体全体

都道府県

市区町村

自治体全体、都道府県、市区町村の問題発生状況

発生した 発生していない



Conf ident ia l  ©︎2024 ABeam Consulting Ltd.15

◼ 回答自治体が厚労省に対し何らかの支援を要望している自治体については、42％（135団体）であり、そのうち、実際に問題が発生し
たと回答されている自治体は20％（65団体）という状況です。

◼ 支援の要望が無いと回答した自治体は58％（185団体）でした。そのうち、要望はないものの問題が発生している自治体は7％（22
団体）であり、この団体については何らかの方法にて問題を解決されたものと推察しています。

◼ 現在、これらの自治体か の支援要望に対し、   ル 等が実施している支援（ M ツール、標準化全体の事例集等）を鑑みた
うえで、生活保護業務特有の問題に対応するための支援策を検討しています。

3.自治体標準化移行状況調査の結果（情報共有）

3.3. 標準化移行における支援要望状況

説明資料

65団体, 20%

70団体, 22%

22団体, 7%

163団体, 51% 135団体, 42%

185団体, 58%

1. ある 1. 発生した 2. 発生していない 2. ない 1. 発生した 2. 発生していない

支援要望あり

支援要望なし

回答自治体における支援の要望状況

問題が発生

発生なし

発生なし

問題が発生

自治体支援に向けての検討の方向性（現時点での案）

✓ 生活保護業務における標準準拠システム導入時に問題が生じた団体や

生活保護システムベンダへの確認（ヒア ング等）を通じ、効果的な取組

についての情報を収集

✓ 当該情報の で、生活保護業務特有の課題や問題等への対策に関わ

る要素を取りまとめ、事例集として公開

生活保護業務の標準準拠システム導 に係る、“生活保護”
特有の事例について、共有するための事例集を 成する

➢ 公開時期を鑑みて、令和8年度以降に移行することを検討している自

治体を たる対象として想定

➢ デジタル庁等が公開している事例集と重複する内容は除外（推進に係

る組織体制、移行に向けた  作成 等）

留意している事項



4.標準化 M ツールへの問い合わ 対応状況（情報共有）
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◼ 自治体や各システム開発事業者から頂いている質問・回答内容の一覧表について、厚生労働省所管のHP上で公開しているものを更新
いたしましたので情報共有を行います。

◼ 令和7年10月末時点で合 362件の質問事項を頂いており、そのうち330件について回答対応を完了しております。

4.標準化PMOツールへの問い合わせ対応状況（情報共有）

4.1.標準化 M ツールへの問い合わ 対応状況

標準化PMOツール一覧表

公開先HP : htt s://www.mhlw.go.j /stf/seiho_me.html

説明資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/seiho_me.html
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本文に記載されている会社名及び製品名は各社の商号、商標又は登録商標です。
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